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１．計画策定の目的

　基本計画は、基本構想で示した本町のまちづくりの基本方針を実現するため、まち
づくりの課題を目的別に整理して体系化した政策体系を構築し、政策体系の２８施策
ごとに、平成２３年度から平成２７年度までの５年間で行う取り組み方針や役割分担、
目標値などを明らかにして、本町のまちづくりを計画的に推進するために策定するも
のです。

　・基本計画政策体系

将来像 政策（６） 施策（２８）

※各施策の住民アンケートによる目標値は、平成２２年度単年度のみの現状値により設定し
　たため、今後変更する場合や大きな差異が生じる場合があります

効果的・効率的な行政運営の確立

一人ひとりの個性が輝く
まちづくり

町民との協働でつくる
個性のあるまちづくり

み
ん
な
が
主
役
！
　
笑
顔
広
が
る
絆
の
ま
ち

誰もが安全で安心して生活できる
まちづくり

未来に希望の持てる活力ある
まちづくり

豊かな自然と共生する美しい
まちづくり

連携と交流によるにぎわいの
あるまちづくり

生涯スポーツとレクリェーションの推進

地域の伝統文化と文化財の保存・継承

地域コミュニティの維持

財政健全化の推進

交流・移住・定住の促進

学校教育の充実

青少年の健全育成

生涯学習の推進

美しい景観のまちづくりの推進

道路ネットワークの充実

公共交通ネットワークの充実

情報通信ネットワークの充実・活用

雇用対策の推進

循環型社会の構築と廃棄物の適正処理の推進

自然環境の保全

下水道利用の推進

安全安心な水の供給

農林業の振興

観光の振興

商工業の振興

医療体制の充実

交通安全の推進

防犯対策の推進

火災・災害対策の推進

基本計画（前期）の概要

子育て支援の充実

健康づくりの推進

高齢者や障がい者の住み慣れた地域や家庭での自立促進
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将来像 政　策 施　策

（１）子育て支援の充実
①地域の子育て支
援

②経済的な支援・充
実

③子育ての仲間づく
りの推進

（２）健康づくりの推進
①積極的な受診の
推進

②健康的な食生活
の推進

③個々の体力に応
じた軽運動の推進

（３）高齢者や障がい者の住み慣れた地域
や家庭での自立促進

①生活環境の整備
②生活のための支
援

③地域での見守り推
進

④家族への支援
⑤生きがいづくりの
推進

（４）医療体制の充実
①医療機関の存続
と連携

②救急搬送の充実

（５）交通安全の推進
①交通安全教育の
推進

②交通安全施設の
整備

（６）防犯対策の推進
①防犯意識向上の
推進

②防犯設備の設置
促進

（７）火災・災害対策の推進
①火災予防活動の
推進

②町消防団の強化
③消防設備等の整
備

④災害予防活動の
推進

⑤防災環境の整備

（８）安全安心な水の供給
①施設の適正な管
理

②安全な水の維持・
供給

③未普及地域への
対応

④健全な会計の運
営

（１）農林業の振興
①売れる農業の推
進

②低コスト・合理化
の推進

③経営規模拡大に
よる所得向上の対
策

④通年型農業への
確立

⑤農林業従事者の
確保

⑥耕作放棄地の解
消

⑦林地荒廃の解消

（２）観光の振興
①効果的なＰＲ活動
の推進

②魅力ある観光イベ
ントの実施

③宿泊施設との連
携の推進

④魅力ある商品の
開発と販売の推進

（３）商工業の振興
①新規参入業者へ
の助成

②収益向上のため
の環境づくり

③魅力ある商品の
開発と販売の推進

④利用者側に立った
利便性の向上

（４）雇用対策の推進
①就労のための支
援

②能力開発支援
③広域連携による雇
用の推進

④新規産業創出の
推進

⑤雇用機会の情報
提供2 （１）循環型社会の構築と廃棄物の適正処

理の推進
①ごみ発生抑制の
推進

②分別収集の推進
③不法投棄防止活
動の推進

（２）自然環境の保全
①人・自然の調和共
生

②公害発生の防止
③省エネと環境にやさし
いエネルギーの利用促進

（３）下水道利用の推進 ①加入促進
②施設の適正な維
持管理

③下水道に関する
普及・啓蒙

（４）美しい景観のまちづくりの推進 ①景観意識の高揚 ②美化活動の推進
③町並み景観の整
備

④魅力ある景観形
成

（１）道路ネットワークの充実
①安心して通行でき
る道づくりの推進

②安全施設の整備
③安全な通行の確
保

（２）公共交通ネットワークの充実
①利便性の確保・向
上

②運行車両の充実
③公共交通機関等
との連携・強化

（３）情報通信ネットワークの充実・活用
①携帯電話通話設
備の整備

②ＩＴを利活用した情
報の共有・促進

③光通信ネットワー
クへの加入促進

（４）交流・移住・定住の促進
①快適な住環境の
推進

②交流事業の推進

（１）学校教育の充実
①確かな学力の向
上

②豊かな心の育成
③健やかな身体の
育成

④特別支援教育の
充実

⑤小中連携教育の
推進

⑥情報教育・国際理
解教育の充実

⑦教育環境・条件の
整備・充実

（２）青少年の健全育成
①郷土を愛する心
の育成

②家庭教育の充実
③学校教育と社会
教育の連携・融合

④子どもの居場所づ
くりと環境整備

⑤防犯ボランティア
の活用

（３）生涯学習の推進
①生涯学習推進体
制の整備・充実

②多様なニーズに応え
る学習機会の充実

③生涯学習施設・設
備の整備・充実

（４）生涯スポーツとレクリェーションの推進
①生涯スポーツの意識啓
発とスポーツ活動の充実

②総合型地域ス
ポーツクラブの充実

③スポーツ施設・設
備の整備・充実

（５）地域の伝統文化と文化財の保存・継承
①町民文化活動の
充実

②地域の伝統文化
の継承

③やないづ町立斎
藤清美術館の充実

④文化財の保護・保
存と活用

（１）地域コミュニティの維持 ①集落機能の支援 ②広報・広聴の充実
③世代間交流の促
進

④地区伝統行事の
継承

（２）財政健全化の推進
①住民サービス向上のた
めの自主財源の確保

②ゆとりある財政運
営の推進

③将来負担の軽減
④公営企業健全化
の推進

（３）効果的・効率的な行政運営の確立
①業務の外部委託
の促進

②行政評価システ
ムの推進

③人材育成プログラ
ムの推進

④組織体制の見直
し

み
ん
な
が
主
役
！
笑
顔
広
が
る
絆
の
ま
ち

振興計画政策体系表

３　豊かな自然と共生す
る美しいまちづくり

４　連携と交流によるに
ぎわいのあるまちづくり

５　一人ひとりの個性が
輝くまちづくり

６　町民との協働でつくる
個性のあるまちづくり

基本事業
１　誰もが安全で安心し
て生活できるまちづくり

２　未来に希望の持てる
活力あるまちづくり
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１ 誰もが安全で安心して生活できる 

まちづくり 
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第５次柳津町振興計画  “みんなが主役！ 笑顔広がる絆のまち”                              

 

（１） 子育て支援の充実 

 

□施策の目的 

対 象 子育てしている世帯 

意 図 安心して産み、楽しく育てられるようにする 

 

□現状と課題 

本町ではこれまで、平成１７年３月に「柳津町次世代育成支援行動計画（柳津町すこ

やかプラン）」を策定し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環

境の整備を図ってきたところであります。 

保育サービスでは、延長保育、乳児保育、障がい児保育の実施、また第３子以降の

児童の保育料無料化による保護者の負担軽減への取り組み、さらに未就園児への園

庭や施設の開放など、独自のサービスなどにより子育て支援施策を推進してきたところ

です。 

しかしながら本町に２ヶ所ある保育所は、少子化による影響から入所児童数は定員を

大幅に下回っており、なお一層の子育て支援の充実を図るとともに、それによる入所児

童の増の見込みを検証しつつ定員の見直しも必要となっております。また、西山保育所

は築３０年を経過し老朽化が進んでいるため、今後の運営について地区住民の意向を

踏まえ、統合も視野に入れた中で検討しなければならない。 

このため、「柳津町次世代育成支援行動計画（柳津町すこやかプラン・平成２２～２６

年度）」に基づき、関連部門・関係機関が一体となって、延長保育の対応、学童保育事

業の充実、障がい児（知的・身体）に対して支援・相談、子育てボランティアの育成、公

園施設の整備などにより、次世代の親が子育ての喜びや楽しみを実感できるよう、また

一人ひとりの子どもが自分らしさと主体性を持ち、健やかに成長できるよう家庭や地域、

学校、保育所など全体で子育て支援施策を積極的に推進していく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・保護者として責任を持ち、家族全員で子育てに取り組みます。 

○地域 

・地域の子どもとして見守り、育てていきます。 

○行政 

・保育サービス（母子保健、予防接種など）を提供します。 

・子育て相談に対応します。 

・子育ての経済的な支援を行います。 
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第５次柳津町振興計画  “みんなが主役！ 笑顔広がる絆のまち”                              

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

合計特殊出生率 ※１ 
０．８２ 

（平成２１年度） 
１．５５ 

年間の出生数（人） 
１４ 

（平成２１年度） 
３０ 

柳津町は安心して産み、子育てできる 

環境だと思う保護者の割合（％） ※２ 

７０ 

（平成２２年度） 
８０ 

※１ 合計特殊出生率とは、一人の女性が一生に産む子どもの平均数です。 

※２ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 子育て支援の充実 

（基本事業） ①地域の子育て支援 

②経済的な支援・充実 

③子育ての仲間づくりの推進 

 

 

□基本事業の取り組み方針 

①地域の子育て支援 

地域の子どもとして見守り、育てることが重要であり、子育て支援ボランティアの育成

や学童保育事業の充実を図るとともに、引き続き保育所における保育サービスの充実

を図ります。 

また、仕事をしながら子育てをする家庭への負担感や不安感を軽減し、仕事と子育

ての両立の支援を推進します。 

また、要保護児童（被虐待、発達障害）の発見とその家庭に対し、相談・指導等支援

対策の充実を図ります。 

 

②経済的な支援・充実 

医療費の中学生以下までの助成、保育料の第３子以降無償化、出産祝金の支給な

どの支援を行っており、さらに安心して子育てできるよう充実に努めます。 

 

③子育ての仲間づくりの推進 

子育てに関する相談や情報交換の場として子育てサークル等の充実を図ることで仲

間づくりを推進します。また、父親の子育て参加に向けた支援を進めます。 
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（２） 健康づくりの推進 
 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 個々が健康管理し、より健康な毎日を過ごす 

 

□現状と課題 

本町では、「健康増進法」、国の「健康日本２１」及び県の「健康ふくしま２１」の計画に

基づき、生涯の各期に応じた保健事業を積極的に推進しています。 

また、保健師訪問、健康相談、健康講演会、各種健診、運動教室の実施を通じて生

活習慣病の予防や病気の早期発見に努めていますが、平成１８～２１年度までの４年

間、県下で国民健康保険の一人あたり医療費が一番高い状況から、より一層の予防事

業を行っていく必要があります。 

しかし、各種健診の受診率の向上、教室等の開催では同じ顔ぶれとなる傾向もあり、

町民の健康に対する意識の啓発が課題になっています。また、少子化が進む中で、母

子保健計画に基づいた母子保健の充実や、社会の複雑化に伴う心の健康に対する対

応も必要になっております。 

今後は、個人・家庭・学校・職場・地域が一体となった健康的な生活習慣の確立に

取り組み、健康づくりの一層の展開を図る必要があります。 

また、保健協力委員、食生活改善推進員の育成を図り、健康管理を推進する体制

づくりを図る必要もあります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・健康の自己管理をできるようにします。 

○行政 

・町民一人ひとりが健康の自己管理をできるように進めていきます。 

・生活習慣病予防及び疾病の重症化予防対策を推進します。 

・保健協力委員の協力を得ながら検診体制の充実を図ります。 

・健康づくりにつながる普及啓蒙に取り組んでいきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

特定健診受診率（％） ※１ 
６４．１ 

（平成２１年度） 
８０．０ 

町民一人あたり医療費（国保・千円） 
３１１ 

（平成２１年度） 
２５０ 

心身共に健康だと思う町民の割合（％） 

※２ 

６９ 

（平成２２年度） 
７４ 

日頃から健康づくりに取り組んでいる町民の割合

（％） ※３ 

７６ 

（平成２２年度） 
８１ 

※１ 特定健診（特定健康診査）とは、平成２０年度から実施が義務付けられた内臓脂肪型肥満に

着目した健康診査です。４０歳から７４歳までの方が対象です。 

※２・３ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策）  健康づくりの推進  

（基本事業） ①積極的な受診の推進 

②健康的な食生活の推進 

③個々の体力に応じた軽運動の推進 

 

□基本事業の取り組み方針 

①積極的な受診の推進 

基本健康診査やがん検診等各種検診の充実を図り、生活習慣病の予防事業と併せ

て行い、早期発見・早期治療対策の強化に努めます。 

 

②健康的な食生活の推進 

食生活改善推進員を育成・活用しての教室等の充実を図り、健康的な食生活につい

ての意識啓発や情報提供などに努めます。 

 

③個々の体力に応じた軽運動の推進 

個々の体力に応じた軽運動の機会の提供を図ることで、無理なく継続できる健康づく

りを推進していきます。 
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（３） 高齢者や障がい者の住み慣れた地域や家庭での自立促進 

 

□施策の目的 

対 象 
①高齢者（６５歳以上） 

②障がい者 

意 図 
①地域で生きがいをもって、安心して生活できる 

②日常生活を支障なく、安心して生活できる 

 

□現状と課題 

わが国の高齢化の現状は、総人口に占める割合が２２．７％（前年２２．１％）で、今

後、総人口が減少する中で高齢化率は上昇し、平成６７年（２０５５年）には高齢化率は

４０．５％に達し、２．５人に１人が６５歳以上と超高齢社会を迎えていくことが予想されて

います。 

また、本町の高齢化の進展も著しく、高齢化率は３７．３％（平成２２年４月１日現在）

を示しており、高齢者のみ世帯が増え、在宅での介護は難しくなってきており、施設介護

サービスの需要が多くなっていますが、特別養護老人ホーム等の入所待機者が多く、な

かなか利用できない状況にあります。また、居宅介護サービスについても、ショートステイ

やデイサービスの利用が増加しており、本人や家族が望む利用ができない状況です。 

障がい者福祉については、障がい者及び介護者が高齢化傾向にあることから、在宅

サービスを中心としてサービスの提供をしてきましたが、ホームヘルプサービス、ショート

ステイなど更なる地域ケアの充実が課題となっています。 

こうした中、「第５次柳津町高齢者保健福祉計画・第４次柳津町介護保険事業計

画」を策定したところであり、今後増加する高齢者に対応すべく、一層の介護予防に取り

組み、住み慣れた地域で生きがいを持って可能な限り健康で自立して生活できるよう各

種施策の充実を図るとともに、特別養護老人ホーム等への入所希望者が長期に待機し

ていることから、入所施設の整備を図っていきます。また、「柳津町障がい者計画（平成

２１～２３年度）」に基づき、障がい者の自立と社会参加に向けた各種施策を展開し、充

実していく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・介護予防事業や健康づくり事業などに積極的に参加します。 

・公民館活動に参加するなど自ら生きがいづくりに取り組みます。 

・障がい者に対する理解を深め、思いやりの心で接します。 
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○地域 

・地域コミュニティを促進し、高齢者や障がい者との交流を図り、地域で見守っていき

ます。 

・障がい者に対する理解を深め、思いやりの心で接します。 

○行政 

・高齢者の生きがい活動への支援を行います。 

・介護予防事業の充実を図ります。 

・介護保険サービス（デイサービス・ホームヘルプサービス・ショートステイ・施設サービ

ス）の充実を図ります。 

・自立支援法に基づく、各種障がいサービスの提供や支援・相談を行います。 

・支援を要する高齢者やその家庭に対して支援を行います。 

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

要介護者認定率（％） ※１ 
１６．５８ 

（平成２１年度） 
１６．０ 

居宅サービス利用件数（件） ※２ 
２，００８ 

（平成２１年度） 
２，０００ 

地域において何か活動に取り組んでいる 

高齢者の割合（％） ※３ 

４１ 

（平成２２年度） 
５０ 

日頃から生きがいを感じ生活している 

高齢者の割合（％） ※４ 

８１ 

（平成２２年度） 
９０ 

※１ 要介護者とは、認知症や身体的な理由により介護が必要となり、要介護認定を受けている方

です。 

※２ 居宅サービスとは、介護保険法において実施される在宅介護をサポートするためのサービスを

いいます。通所介護、訪問介護、短期入所生活介護などです。 

※３・４ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策）  高齢者や障がい者の住み慣れた地域や家庭での自立促進 

（基本事業）  ①生活環境の整備 

②生活のための支援 

③地域での見守り推進 

④家族への支援 

⑤生きがいづくりの推進 
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□基本事業の取り組み方針 

①生活環境の整備 

町と地域包括支援センターとの連携の中で、介護予防事業等の地域支援事業の拡

充を図ります。また、高齢者にやさしい住まいづくり事業等の活用により住環境の整備を

支援するとともに住み慣れた地域で住み続けられるよう施設の整備について検討しま

す。 

 

②生活のための支援 

高齢者や障がい者の自立を促進するために、シルバー人材センターへの登録をはじ

め就労・就学の場の拡充と環境整備を図ります。 

 

③地域での見守り推進 

高齢者や障がい者に対する正しい理解や支援が必要であり、当事者、家族、関係者、

地域住民等への研修や啓発、またボランティアの育成を図り、地域でともに暮らせる環

境づくりを推進します。 

 

④家族への支援 

介助する家族等の経済的、精神的、肉体的負担を軽減していくため、情報提供体制

の充実を図るとともに、必要な支援サービスの質と量の確保に努めます。 

 

⑤生きがいづくりの推進 

高齢者や障がい者の能力や趣味等のニーズを把握し、生きがいにつながるよう公民

館や関係団体等と連携し推進します。 
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（４） 医療体制の充実 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 いつでも必要で適切な医療が受けられる 

 

□現状と課題 

地域医療の現状は、専門の医療機関の不足が問題であり、隣接する町の病院にあっ

ては産科の診療科が閉鎖されるなど、全国的に厳しい状況であります。 

さらに、社会の高度複雑化や高齢化の進展により医療サービスに対する要求もより多

様化、高度化しています。 

現在、本町には国民健康保険診療所を開設しており、安定した診療体制のため県立

病院からへき地医療支援を受けており、医療機器の更新等を行いながら住民に身近な

医療機関として充実を図っているところであります。 

また、診療所以外には民間の歯科医院１施設のみであり、民間医療機関の開業を期

待するところであります。 

さらに、救急医療対策として現行の広域圏組合との取り組みに加え、ドクターヘリ等に

よる遠隔地の救急患者の迅速な搬送のため、現在２ヶ所あるヘリポートを更に確保する

ための患者輸送体制の整備を進めていく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・救急・応急手当の対処法、ＡＥＤの使用法について理解を深める。 

○地域 

・近隣住民で見守り確認をします。 

○行政 

・診療所の医療体制の充実を図ります。 

・国・県に対して、救急搬送体制、医師の確保、へき地医療体制の充実について、支

援を求めていきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

町内の医療施設数（施設） 
３ 

（平成２１年度） 
３ 

地域の医療体制が整備されていると 

思う町民の割合（％） ※１ 

４４ 

（平成２２年度） 
５０ 

※１ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策）  医療体制の充実 

（基本事業） ①医療機関の存続と連携 

②救急搬送の充実 

 

□基本事業の取り組み方針 

①医療機関の存続と連携 

住民に身近な国保診療所の存続と充実を図るとともに地域内の医療機関との連携を

図り、医療体制を整備していきます。 

 

②救急搬送の充実 

総合病院までの搬送に時間を要する遠隔地への対応として、迅速かつ安全に搬送で

きる体制を整備します。 
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（５） 交通安全の推進 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 交通事故に遭わない・起こさない 

 

□現状と課題 

本町には、町中心部からわずか数分のところに磐越自動車道のインターチェンジがあ

り、町内を国道４９号線・２５２号線が横断しています。さらに、観光地として多くの自動車

が往来しています。 

交通事故発生件数は、近年７０～８０件ほどで推移していますが、冬期における積雪

や道路の凍結状況などに大きく左右される面がありますが、前方不注意による追突や交

差点での衝突など、運転手の安全確認不足や不注意による事故が多く見受けられま

す。 

こうしたことから、町民に対する交通安全意識の高揚が重要であり、特に管内では高

齢者が犠牲となる交通事故が多発していることから、高齢者の交通安全対策に力を入

れていく必要があります。 

また、児童・生徒に対する交通安全教育を推進し、家庭内から交通安全に対する意

識を高めていく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民及び事業所 

・日頃から交通事故防止について話し合い、交通ルールを順守します。 

・路上駐車等により、冬期間の除雪作業や安全な通行に支障とならないようにしま

す。 

○団体 

・町交通安全対策協議会の交通安全協会や交通安全母の会を中心に、行政（町・

警察）と連携し、交通安全活動に取り組みます。 

○行政 

・交通安全教室や街頭指導などを継続して実施します。 

・交通事故防止に役立つデータ（事故の発生状況、防止策など）を住民等に周知しま

す。 

・チャイルドシートの正しい取付け、着用方法について指導していきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

交通事故発生件数（件） ※１ 
６９ 

（平成２１年） 
６０ 

交通事故死傷者数（人） ※２ 
１５ 

（平成２１年） 
１３ 

自動車の運転や歩行中などに交通事故の

不安を感じている町民の割合（％） ※３ 

７５ 

（平成２２年度） 
６５ 

※１・２ 会津坂下警察署データ（年単位集計） 

※３ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策）  交通安全の推進 

（基本事業）  ①交通安全教育の推進 

②交通安全施設の整備 

 

□基本事業の取り組み方針 

①交通安全教育の推進 

高齢者をはじめ子どもに対する交通安全教室を実施し、未然に事故を防止するため

安全教育を行います。 

また、交通安全協会や交通安全母の会など関係機関と連携・協力し、年齢各層への

交通安全意識の高揚を図ります。 

さらに、中心市街地では路上駐車によって通行に危険な状況にあり、また、冬期間は

除雪の妨げとなることから、住民への意識高揚を図ります。 

 

②交通安全施設の整備 

カーブミラー、ガードレール、街路灯、区画線、歩道等の道路・交通安全施設の整備

を図り、安全に通行できるように努めます。 
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（６） 防犯対策の推進 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 犯罪被害に遭わない 

 

□現状と課題 

高齢化や核家族化等により、ひとり暮らし高齢者世帯の増加や、昼間の在宅世帯が

減少することにより、空き巣や高齢者を狙った犯罪が増えることが予想されます。 

警察のみならず、行政・町民・町防犯協会・学校・関係機関が一体となった防犯活動

の推進、防犯意識の高揚を図り、施錠の徹底、防犯灯の設置等により犯罪が発生しにく

い環境を整えていくことが重要です。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・防犯対策を行います。（施錠の徹底、隣近所への声掛け、玄関灯・センサーライトを

付けるなど） 

・悪質な訪問販売や空き巣被害情報を速やかに行政へ伝達します。 

○地域 

・防犯対策を行います。（防犯灯の設置など） 

・行政と一体となった防犯活動に取り組みます。（指導巡回、防犯ボランティア活動な

ど） 

○行政 

・住民等に対して防犯の意識高揚を図ります。 

・青少年に対して道徳心・社会秩序の順守について教育していきます。 

・防犯灯設置に対して支援します。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

犯罪件数（件） ※１ 
１８ 

（平成２１年） 
１３ 

（犯罪被害の可能性がある） 

消費者相談件数（件） ※２ 

０ 

（平成２１年度） 
０ 

戸締りをしっかりするなど、日頃から防犯対策

をしている町民の割合（％） ※３ 

７８ 

（平成２２年度） 
８５ 

犯罪被害に遭うかもしれない不安を感じてい

る町民の割合（％） ※４ 

５１ 

（平成２２年度） 
４０ 

※１ 会津坂下警察署データ（年単位集計） 

※２ 町担当課データ 

※３・４ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 防犯対策の推進 

（基本事業）  ①防犯意識向上の推進 

②防犯設備の設置促進 

 

□基本事業の取り組み方針 

①防犯意識向上の推進 

地域・学校・警察等と連携して、防犯教育を実施し、町民一人ひとりの意識向上に努

めます。 

 

②防犯設備の設置促進 

地域全体で防犯を推進するため、防犯灯の設置を促進していきます。 

また、各家庭においても出入口の施錠をはじめ、防犯設備を設置するよう働き掛けて

いきます。 
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（７） 火災・災害対策の推進 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 火災や災害から生命・財産を守る 

 

□現状と課題 

本町では、過疎化と核家族化が今後さらに進み、空き家やひとり暮らし高齢者世帯が

増加することが予想されます。 

火災については平成１９年に無火災１５００日を達成した経緯もありますが、近年では

放火による火災が発生したこともあり、住民生活を脅かす状況となっております。 

こうした中、住民に対しては住宅用火災警報器の設置や防火への意識高揚を図り、

また、防火水槽や小型動力ポンプなどの消防設備の充実と併せ、近年、少子高齢化の

進行や就業構造、勤務形態の多様化により消防団員の減少や高齢化が進んでいること

から消防団員の確保に努め、広域消防との連携強化を図っていく必要があります。 

さらに、日中における初期消火体制の確立のため、地区住民に対する初期消火訓練

の実施や消防団ＯＢとの連携により、自主防災体制の強化を図っていくことも必要となっ

ています。 

災害については、これまで豪雨による河川の決壊、大雪による雪崩、ライフラインの寸

断、また、地震による家屋等への被害が発生しており、地すべり区域、急傾斜地、雪崩

危険区域などについて、被害の未然防止のための対策を講じていかなければなりませ

ん。さらには、火災と比較し水害・土砂災害等についての住民の意識は低調であること

から防災に対しての意識高揚やハザードマップの周知を図る必要があります。 

一人暮らし高齢者等の災害時要援護者対策としては、自助及び居住地域の共助を

基本として、避難支援プランの策定に取り組む必要があります。 

こうした火災・災害時に迅速かつ正確に情報を伝達するため、関係機関との緊急連

絡体制の確立も必要であります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・自己の生命・財産を守るため、自主防災への取り組みをします。 

・災害の事前兆候を発見した場合に、速やかに連絡し、被害の拡大防止を図ります。 

○地域 

・高齢者世帯や要援護者への支援を行います。 

・自主防災体制の整備を推進します。 
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○行政 

・必要な施設、資機材の整備を進めます。 

・消防団員の確保に努めます。 

・住民の意識高揚を図るべく予防活動を展開します。 

・防災行政無線等を活用し情報提供を行い、被害の未然防止に努めます。 

・危険箇所の整備のため、国・県に働きかけ、財政支援を要望していきます。 

 

□指標と目標値 

※１・２ 会津若松地方広域市町村圏整備組合会津坂下消防署消防概況 

※３・４ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策）  火災・災害対策の推進 

（基本事業）  ①火災予防活動の推進 

②町消防団の強化 

③消防設備等の整備 

④災害予防活動の推進 

⑤防災環境の整備 

 

 

 

 

 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

火災発生件数（件） ※１ 
４ 

（平成２１年度） 
０ 

災害による死傷者数（人）・被害金額（千円） ※２
０・144,187 

（平成２１年度） 
０・０ 

日頃から火の取扱いに注意し、消火器や火災警

報器を備えるなど、万が一の火災に備えている町

民の割合（％） ※３ 

８３ 

（平成２２年度） 
９８ 

家具の転倒防止や非常用食品を備蓄するなど、

万が一の災害に備えている町民の割合（％） 

※４ 

３２ 

（平成２２年度） 
５０ 
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□基本事業の取り組み方針 

①火災予防活動の推進 

高齢者世帯をはじめ、住民一人ひとりが人命・財産を守るため、火災予防に対する意

識高揚を図ります。 

 

②町消防団の強化 

消防検閲をはじめ、防災訓練等を通じて日頃から団員の資質向上に努め、町消防

団の強化を図ります。 

 

③消防設備等の整備 

ポンプ自動車・積載車、小型動力ポンプ、防火水槽などの消防設備等を整備し、機

動力向上に努めます。 

 

④災害予防活動の推進 

備蓄品の備えや防災訓練等の実施により、万が一の際に行動が取れる体制づくりに

努めます。また、災害に対する理解を深めていただくため、意識高揚を図ります。 

 

⑤防災環境の整備 

災害の発生が想定される危険箇所などの整備を行い、被害拡大の防止に努めます。 
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（８） 安全安心な水の供給 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 安定的に安全・安心な水を利用できる 

 

□現状と課題 

本町の水道については、小規模な施設が点在しており、簡易水道施設で１１施設、飲

料水供給施設で２施設及び専用水道施設で２施設となっており、飲料水供給施設を含

めた平成２１年度末の水道普及率は８７．３％であり、老朽化した施設の改修及び利用

促進を図っていくことが求められています。 

このため、安全に飲用できる水を安定して供給できるよう施設の改修を行うとともに、

未普及地域の解消を図るため、施設の整備を進めていかなければなりません。 

また、簡易水道会計の安定的運営を図るため、使用料の収納率向上と滞納対策の

強化を図る必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民・事業所 

・水質に異常があった場合は、町へ通報します。 

・水不足の場合は、節水に協力します。 

○行政 

・適切な維持管理と施設整備計画・実施をしていきます。 

・国・県に対して維持管理や施設整備の監督及び支援を要望していきます。 

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

水質基準不適合率（％） ※１ 
０ 

（平成２１年度） 
０ 

水道普及率（％） 
８７．３ 

（平成２１年度） 
９０ 

事故・故障件数（件） 
２８ 

（平成２１年度） 
２５ 

総収支比率（％） ※２ 
１２７ 

（平成２１年度） 
１１０ 
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※１ 水道施設では水道法に基づく水質検査を実施しており、その基準に合格しなかった割合です。 

※２ 総収支比率とは水道運営に係る費用を水道収益でどの程度賄えているかの指標となります。

１００％以下であれば賄えていないということになります。 

（水道運営に係る費用+建設改良費用（工事・工事借入金返済等））＝総支出額 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策）  安全安心な水の供給 

（基本事業） ①施設の適正な管理 

②安全な水の維持・供給 

③未普及地域への対応 

④健全な会計の運営 

 

□基本事業の取り組み方針 

①施設の適正な管理 

安定的に水を供給するため、施設の維持管理に努めるとともに老朽施設の更新を行

います。 

 

②安全な水の維持・供給 

安全に安心できる水を供給するため、水質の適性管理に努めます。 

また、町民の節水意識の高揚に努めます。 

 

③未普及地域への対応 

未普及地域への施設整備については、地域からの要望、整備するうえでの条件及び

必要性等を考慮したうえで対応していきます。 

 

④健全な会計の運営 

加入促進と使用料の収納率向上を図るとともに、歳出の抑制により健全な会計の運

営に努めます。 
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２ 未来に希望の持てる活力ある 

まちづくり 
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（１） 農林業の振興 

 

□施策の目的 

対 象 
①専業農家 

②兼業農家 

意 図 
①経営農家として自立できるようにする 

②農地林地を保全する 

 

□現状と課題 

農業については、食料・農業・農村基本法の下、「食料の安定供給の確保」、「多面

的機能の十分な発揮」、「農業の持続的発展」、「農村の振興」という基本理念に基づき、

これまでのさまざまな取り組みにより一定の成果は表れているものの、食料自給率の低

迷、消費者の食に対する信頼の低下、農業所得、農業者や農地の減少、農村の活力

低下など、農業・農村は厳しい状況下にあります。 

このような中、就労及び新規従事者ともに希望を持って農業に従事し、収益を上げる

ことのできる環境を整えていくことが必要不可欠であり、生産・経営関係施策の推進を図

る必要があります。また、農業者の所得の増大を図る農業・農村の６次産業化等の推進、

意欲ある多様な農業者による農業経営の推進、優良農地の確保と有効利用の推進、

農作業の安全対策、持続可能な農業生産を支える取り組みなどを推進しながら、意欲

ある農業者の確保にも努めていく必要があります。 

林業については、本町の森林面積は町土の８６．９％を占め、豊富な森林資源を有し

ているものの、木材価格の下落により林業経営が打撃を受ける中、松くい虫・カシノナガ

キクイムシ等の森林病害虫の被害も年々、広域拡大化しており、本来持つべき森林機

能が低下している現状にあります。 

こうした中、森林・林業の再生には、境界明確化・路網整備・間伐・造林等の施業に

ついて集約化計画を策定し、促進を図る必要があります。さらに、低炭素社会づくりに向

けた社会構造を「コンクリート社会から木の社会」に転換・実現していくため、林業経営者

への支援を推進していく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・農家 

・健全な農地を保全し、生産活動を持続していきます。 

・魅力ある農業経営をし、後継者を育てていきます。 

・柳津ならではの農業技術を伝承していきます。 
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・農家以外 

・地区共同作業（農道等の維持管理等）へ参加協力します。 

・地産地消を推進するため、柳津産農作物の購買と消費に努めます。 

○行政 

・振興作物の生産・販路・加工品開発へ支援していきます。 

・長期展望に立った農林業政策の展開について、国・県へ要望していきます。 

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

作付面積（米）（ｈａ） 
３１８．３ 

（平成２１年度） 
３０３．０ 

主要作物（米）の販売金額（千円） 
１７９，４９４ 

（平成２１年度） 
１６０，０００ 

主要作物（米）の販売数量（袋/30 ㎏） 
２９，２０６ 

（平成２１年度） 
２７，０００ 

新規就農者数（後継者含む・人） 
１ 

（平成２１年度） 
３ 

耕作放棄地面積（ｈａ） 
７．３ 

（平成２１年度） 
７．０ 

森林整備面積（ｈａ） 
１２．２９ 

（平成２１年度） 
２０．０ 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 農林業の振興 

（基本事業） ①売れる農業の推進 

②低コスト・合理化の推進 

③経営規模拡大による所得向上の対策 

④通年型農業への確立 

⑤農林業従事者の確保 

⑥耕作放棄地の解消 

⑦林地荒廃の解消 
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□基本事業の取り組み方針 

①売れる農業の推進 

生産物を安定的に供給できる生産体制の確立と有利な販売ルートを確保することで、

収益を上げることのできる農業を推進します。 

 

②低コスト・合理化の推進 

集落営農・農業法人化を核とした対策の推進により、低コスト・合理化を推進します。 

 

③経営規模拡大による所得向上の対策 

経営規模の拡大を図るため、必要な基盤整備（ほ場整備、農地の集積化）を行うとと

もに経営改善への指導・助言等の対策を講じていきます。 

 

④通年型農業への確立 

厳しい豪雪地のなかで冬季高付加価値のある野菜を生産できる体制の確立と生産

者への支援を図ります。 

 

⑤農林業従事者の確保 

生産者・ＪＡ・行政が一体となり、集落営農・農業法人化を核とした対策を推進しなが

ら意欲ある農業者の確保に努めます。 

また、林業経営基盤の強化を図り、後継者の育成を図ります。 

 

⑥耕作放棄地の解消 

優良農地の確保と有効利用の推進を図りつつ耕作放棄地の解消に努めます。 

 

⑦林地荒廃の解消 

森林の有する多目的機能を十分に発揮できるよう松くい虫やカシノナガキクイムシな

どの病害虫駆除を徹底するとともに間伐等の促進により、林地荒廃の解消に努めます。 
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（２） 観光の振興 

 

□施策の目的 

対 象 観光客 

意 図 
柳津町に来てもらう・泊まってもらう・ 

食べてもらう・買ってもらう 

 

□現状と課題 

観光産業は、人口減少社会の中で、交流人口を増加させ、地域経済を活性化する

産業としての期待が今後ますます高くなることが予想されます。 

本町には、柳津・西山温泉、福満虚空蔵尊圓蔵寺及び町立斎藤清美術館などをは

じめとする地域資源が豊富にあることから、こうした観光施設と町なかを周遊し、長時間

滞在できるようなシステムづくりが必要になっています。 

国民の余暇制度の充実や観光客のニーズの変化に伴い、新たな施策の展開が必要

になっており、歴史・文化資源など先人から受け継いだ魅力の再発見と活用により、新し

い価値を創り、農業振興、地域間交流促進、スポーツ観光としての合宿の受入れ等、

関連する諸施策とも連動させ、観光の振興を進めていかなければなりません。 

また、観光をまちの活性化につなげていこうとする意識（おもてなしの心）を住民の間

に醸成していくことも必要です。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民・地域 

・おもてなしの心で接するよう心掛けます。 

・観光ボランティアをはじめとして、町の観光案内をしていきます。 

・新たな発想を生み出し、魅力ある観光地として取り組んでいきます。 

○団体 

・自主性に基づいて事業を展開していきます。 

○行政 

・全会津や只見川電源流域管内の広域的な取り組みにより、観光の振興を図ってい

きます。 

・奥会津歳時記の里として地域資源を有効活用し、観光の振興を図っていきます。 

・観光の振興事業の運営に係る支援をしていきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

観光客入込数（人） ※１ 
1,159,999 

（平成２１年度） 
９８０，０００ 

宿泊客数（人） ※２ 
16,266 

（平成２１年度） 
１８，０００ 

観光関連事業所数（事業所） ※３ 
４９ 

（平成２１年度） 
４９ 

※１ 福島県観光動態調査による数値 

※２・３ 町担当課データ 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 観光の振興 

（基本事業） ①効果的なＰＲ活動の推進 

②魅力ある観光イベントの実施 

③宿泊施設との連携の推進 

④魅力ある商品の開発と販売の推進 

 

□基本事業の取り組み方針 

①効果的なＰＲ活動の推進 

インターネットや旅行雑誌などの活用や観光キャラバン等を観光協会、関係団体とと

もに行い、本町のＰＲを推進します。 

 

②魅力ある観光イベントの実施 

四季折々の自然や食、文化など本町には豊かな地域資源が多くあります。このような

地域資源を活用する中で魅力ある観光イベントを実施します。また、只見川電源流域

町村など広域的な連携を強化していきます。 

 

③宿泊施設との連携の推進 

本町への滞在時間を長くするため、まちなか周遊の体制を整備しつつ旅行代理店等

との商品開発を図るなど、宿泊施設との連携を推進します。 

 

④魅力ある商品の開発と販売の推進 

本町にはあわ饅頭、うぐい最中、桐下駄、赤べこに関するものといった由来に基づく商

品や地域資源を活かした商品が販売されており、こうした特性を活かしつつ魅力ある商

品の開発と販売の推進を支援していきます。 
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（３） 商工業の振興 

 

□施策の目的 

対 象 
①町内の商工業事業所 

②町民 

意 図 
①売上の拡大・収益の向上 

②町内で消費する 

 

□現状と課題 

本町の商工業を取り巻く環境は、長引く景気の低迷により、依然として厳しい状況にあ

ります。 

商業については、福満商品券の発行により町内消費の拡大に繋がっているものの、

中心市街地に空き家・空き店舗が目立つようになっており、空洞化の問題や商店街に

おける後継者不足の問題が顕在化してきています。 

こうしたことから、商工会との連携を強化し、引き続き福満商品券の発行補助、店舗

等の魅力向上、空き店舗の活用など各種ソフト施策の展開、道の駅などの既存施設を

活用した名物・特産品のＰＲ、利用者の利便施設となるサインや駐車場の整備・充実、

交流拠点となる広場の確保・整備などに取り組み、機能の充実・強化を図っていかなけ

ればなりません。 

また、新規起業者への支援制度についても必要になっております。 

工業については、現在立地の事業所に対する支援を行い、雇用の場を維持・確保し

ていくことが重要であり、今後も広域的に企業誘致の取り組みを行い、 

各種助成制度の創設や情報提供などにより、事業所の支援を進めていく必要がありま

す。 

 

□町・住民・地域（各種団体・事業所等）の役割分担 

○住民 

・買い物等は地元商店街で買うよう心掛けます。 

○事業所 

・商品開発や販路拡大を図っていきます。 

○行政 

・長期展望に立った商工業政策を展開していきます。 

・研究開発に対して支援していきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

町内事業所の製造品出荷額等（百万円） 

※１ 

１，８２７ 

（平成２１年度） 
１，７１０ 

事業所数（事業所）  
２１３ 

（平成２１年度） 
２１３ 

雇用者数（人） ※２ 
２３４ 

（平成２１年度） 
２２０ 

日頃から町内の商店を買い物等に利用して

いる町民の割合（％） ※３ 

７９ 

（平成２２年度） 
８０ 

※１・２ 工業統計による数値 

※３ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 商工業の振興 

（基本事業） ①新規参入業者への支援 

②収益向上のための環境づくり 

③魅力ある商品の開発と販売の推進 

④利用者側に立った利便性の向上 

 

□基本事業の取り組み方針 

①新規参入業者への支援  

昨今の経済事情を考慮し、利用しやすい制度融資のあり方、内容（融資額、期間）を

検討し、関係機関との連携を密にし、制度の充実を図るとともに効果的な支援を行いま

す。 

 

②収益向上のための環境づくり 

魅力ある店舗の雰囲気づくりと品揃えの充実を図れるよう連携して進めていきます。 

 

③魅力ある商品の開発と販売の推進 

地産地消の推進と農商工連携を図り、魅力ある商品の開発と販売を推進します。 

 

④利用者側に立った利便性の向上 

町内商店等への利便性向上と中心市街地の賑わい創出のため、町営駐車場の整

備などについて検討します。 
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（４） 雇用対策の推進 

 

□施策の目的 

対 象 求職している町民 

意 図 仕事に就いてもらう 

 

□現状と課題 

国内における雇用情勢は、リーマン・ブラザーズ破綻に端を発した世界同時不況の影

響によって深刻な情勢が続いており、正社員のリストラの本格的な実施により平成２２年

９月の完全失業者数は３４０万人となっています。 

また、新卒者の採用については、大卒者の内定率は６２．５％（平成２２年）、高卒者

は３７．６％（平成２１年）と深刻な状況となっています。 

とりわけ本町を含む会津管内においては、電子部品・デバイス、精密機械器具などの

製造業の集積がありますが、生産ラインの縮小や統廃合により、多数の解雇・雇い止め

が発生しており、本町の工業団地内の事業所においても経営の縮小がされています。 

これまで本町においては公共職業安定所（ハローワーク）からの求人情報などの情報

提供により雇用対策を行ってきたが、厳しい状況下にあるものの広域的な取り組みによ

って通勤圏内への企業誘致の働きかけも必要となっています。 

今後は地域の特性に応じた魅力ある雇用機会の創出を通じ、地域内の求職者に良

好な雇用の場を提供し、地域的な雇用構造の改善を図るための施策を関係機関と連

携・協力しながら進めていく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・就業できるよう自己の能力向上に努めます。 

・自らの能力を活かし起業に取り組みます。 

○事業所 

・しっかりとした経営計画により、雇用の確保・拡充に努めます。 

・後継者の育成を図ります。 

○行政 

・税制面での優遇など、事業者に対して支援していきます。 

・就業のための情報提供をしていきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

求職者数（人） ※１ 
２０１ 

（平成２１年度） 
１２０ 

町内工業団地で勤める町民の数（人） 
６３ 

（平成２１年度） 
６３ 

町内工業団地に新たに就業した 

町民の数（人） 

２ 

（平成２１年度） 
５ 

※１ 公共職業安定所（ハローワーク）データ 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 雇用対策の推進 

（基本事業） ①就労のための支援 

②能力開発支援 

③広域連携による雇用の推進 

④新規産業創出の推進 

⑤雇用機会の情報提供 

 

□基本事業の取り組み方針 

①就労のための支援 

町民の就労支援を図るため、事業所の雇用に対する支援や各種情報提供を行いま

す。 

 

②能力開発支援 

県やハローワーク等関係機関による能力開発支援について情報提供を行い、再就職

等に有利となるよう支援します。 

 

③広域連携による雇用の推進 

隣接町村との広域連携により本町からの通勤圏内への企業誘致に努め、雇用の推

進を図ります。 

 

④新規産業創出の推進 

新規の起業を目指す就労意欲のある者に対しての支援や６次産業化など産業の創

出を推進します。 

 

⑤雇用機会の情報提供 

ハローワークや商工会等関係機関との連携による求人情報等の提供を行います。 
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３ 豊かな自然と共生する美しい 

まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32



 
 
第５次柳津町振興計画  “みんなが主役！ 笑顔広がる絆のまち”                              

（１） 循環型社会の構築と廃棄物の適正処理の推進 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 廃棄物を適正に排出・処理する 

 

□現状と課題 

本町ではこれまで、ごみ処理基本計画により収集運搬体制の整備を図り、ごみの減

量化や分別排出の徹底、リサイクルの促進に努めてきました。 

こうした中、家電リサイクル法や容器包装リサイクル法等の施行に伴い、ごみの分別も

細分化され、一層の適正処理が求められていることから、今後もなお一層の住民への

意識啓発・体制整備を強く推進していく必要があります。 

また、道路整備と相まってごみの不法投棄が深刻なことから、広報活動及びパトロー

ル等の強化により住民意識の高揚を図り、循環型社会の形成を目指していく必要があり

ます。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・ごみの発生抑制に努め、分別収集を推進します。 

○事業所 

・自らのごみは適正に処理します。 

○行政 

・適正に処理するよう意識啓発に取り組みます。 

・不法投棄防止のため、パトロールなどの監視を行います。 

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

年間のごみ排出量（一人１日あたり・ｇ） 
５５７ 

（平成２１年度） 
４１８ 

ごみのリサイクル率（％） ※１ 
２２．５ 

（平成２１年度） 
２５ 

町に対する不法投棄の通報件数（件） 
１２ 

（平成２１年度） 
６ 
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日頃からごみ減量とごみ分別に取り組んでい

る町民の割合（％） ※２ 

８９ 

（平成２２年度） 
９５ 

※１ 総リサイクル量／（一般廃棄物量＋リサイクル処理量）（家庭系） 

※２ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 循環型社会の構築と廃棄物の適正処理の推進 

（基本事業） ①ごみ発生抑制の推進 

②分別収集の推進 

③不法投棄防止活動の推進 

 

□基本事業の取り組み方針 

①ごみ発生抑制の推進 

過度な包装等を控えるなど、ごみ発生の抑制について住民の意識高揚を図ります。 

 

②分別収集の推進 

ごみの分別や再利用の取り組みを推進し、再資源化を促進します。 

 

③不法投棄防止活動の推進 

意識啓発及びパトロールの実施により、不法投棄の撲滅に努めます。 
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（２） 自然環境の保全 

 

□施策の目的 

対 象 
①町内の動植物 

②水・大気・土壌 

意 図 
①生態系・生育を維持する 

②汚染や温暖化を防止する 

 

□現状と課題 

町内の水・大気・土壌の状況はこれまでの下水道整備、合併処理浄化槽の設置が

進んだこともあり、比較的良好であります。 

しかし、一部で生活雑排水による汚濁が見られたり、野焼きやごみ焼却が見受けられ

るので、下水道の加入促進や単独浄化槽から合併処理浄化槽への切り替え、自然環

境に対する意識高揚など働きかけていく必要があります。 

また、水生生物が棲みやすいように河川を改修したり、国指定の天然記念物である

“うぐい”の生息地を保護するなどの生態系の保護、自然環境の修復、再生の取り組み、

生息状況の把握などの対応が必要であります。 

さらに、不法投棄監視員、県立自然公園監視員によるパトロールの実施により未然防

止を進めていかなければなりません。 

地球温暖化防止については世界的な課題としてさまざまな取り組みが行われている

ことから国民の関心も高まっており、個人や家庭での省エネ活動の実践や環境にやさし

い自然エネルギーの利活用など、さらに住民や事業所に対して意識の高揚を図る必要

があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・生活雑排水処理やごみ処理など、ルール・マナーを守ります。 

・保護すべき動植物について関心を持ち、注意を払います。 

・節電・節水など省エネに取り組みます。 

○事業所 

・法律を順守して、廃棄物の適正処理を行います。 

○行政 

・自然環境の保全について、普及啓発と情報提供を行います。 

・不法投棄監視員、県立自然公園監視員によるパトロールと対策を実施します。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

対象河川のＢＯＤ（只見川魚渕付近） 

※１ 

０．５ 

（平成２１年度） 
０．５ 

自然・環境に関する苦情件数（件） 
１ 

（平成２１年度） 
０ 

柳津町の自然が守られていると思う町民の割合

（％） ※２ 

７７ 

（平成２２年度） 
８０ 

日頃から省エネ対策に取り組んでいる町民の割

合（％） ※３ 

８６ 

（平成２２年度） 
９０ 

※１ ＢＯＤとは、生物化学的酸素要求量のことで汚水中の有機物が好気性微生物の生物化学的

反応によって分解される時に消費される酸素量のことで数値が大きくなるほど汚濁していることを

示します。 

※２・３ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 自然環境の保全 

（基本事業） ①人・自然の調和共生 

②公害発生の防止 

③省エネの推進と環境にやさしいエネルギーの利用促進 

 

□基本事業の取り組み方針 

①人・自然の調和共生 

近年、異常気象による実の凶作で熊が人里に下りる事例が多く見られており、生態

系・生育や里山などの保全を図り、人と自然との共生に努めます。 

 

②公害発生の防止 

公害発生源となる有害物質等の発生状況を監視するなどの対策を講じ、必要に応じ

て指導していきます。 

 

③省エネの推進と環境にやさしいエネルギーの利用促進 

エコ意識が高まりつつある中で、日常生活で実践できる省エネの推進と新エネルギー

等の普及促進に向けた支援・意識高揚を図ります。 
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（３） 下水道利用の推進 

 

□施策の目的 

対 象 
①町民 

②水環境 

意 図 
①衛生的で快適な生活をしてもらう 

②環境の保全（公共水域の水質） 

 

□現状と課題 

本町ではこれまで、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水施設整備事業、

林業集落排水施設整備事業、簡易排水施設整備事業、個別型合併処理浄化槽の設

置補助により、生活排水処理施設の整備を進めてきたところであります。 

しかし、下水道加入が低調なことから、供用開始区域における住民の加入促進を図

るとともに合併処理浄化槽設置事業を推奨し、下水道利用を推進していく必要がありま

す。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民・事業所 

・下水道に加入します。 

・使用料について期限までに納付します。 

・水環境に対する意識を高めます。 

○行政 

・水環境に対する意識高揚を図り、下水道の加入を促進します。 

・施設の維持管理に努めます。 

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

水洗化率（人口・％） ※１ 
５０ 

（平成２１年度） 
７０ 

公共下水道の放流水のＢＯＤ ※２ 
３ 

（平成２１年度） 
６ 

※１ 公共下水道・農業集落排水・林業集落排水・簡易排水の全事業の数値 

※２ ＢＯＤとは、生物化学的酸素要求量のことで汚水中の有機物が好気性微生物の生物化学的

反応によって分解される時に消費される酸素量のことで数値が大きくなるほど汚濁していることを

示します。 
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□施策と基本事業の体系 

（施   策） 下水道利用の推進 

（基本事業） ①加入促進 

②施設の適正な維持管理 

③下水道に関する普及・啓蒙 

 

 

□基本事業の取り組み方針 

①加入促進 

下水道（農・林集排、簡排を含む）が整備された地区民に対して、水環境の保全や住

環境の快適性向上、また、健全な財政運営を図るため、加入促進に努めます。 

整備計画の無い地区については、合併処理浄化槽の設置を促進していきます。 

 

②施設の適正な維持管理 

施設の維持管理に努めるとともに老朽施設の更新を行います。 

 

③下水道に関する普及・啓蒙 

下水道の役割等について普及・啓蒙を図ることで加入促進に努めます。 
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（４） 美しい景観のまちづくりの推進 

 

□施策の目的 

対 象 
①町民 

②来訪者（町外者） 

意 図 
①景観づくりに協力してもらう 

②景観に魅力を感じて訪れてもらう 

 

□現状と課題 

景観法が平成１７年度より施行され、また、県景観条例が平成２１年度より施行され

たことにより、県土の景観形成を積極的に推進されることになり、また、届出対象行為範

囲や公共事業に関する景観形成及び優良景観形成住民協定などの優れた景観形成

施策も引き続き推進されています。 

本町にあっては、町の一部地域が只見柳津県立自然公園に指定されており、この優

れた自然の風景地が保護されているとともに、福満虚空蔵尊をはじめとする観光資源や

自然資源に恵まれていることから、住民の景観を保護する意識も高い傾向にあります。 

今後は、清掃活動や花いっぱい運動など住民参加を促し、景観に対する住民の意識

向上をさらに図り、来訪者に対して自信と誇りを持てる景観づくりを進めていく必要があり

ます。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民・地域 

・住んでいる地域の清掃活動や花の植栽などを行います。 

○事業所 

・改修・整備の際には、周辺の景観との配慮に努めます。 

○行政 

・景観に配慮した建築物や看板の設置に向けた規制・誘導を行います。 

・公共事業では景観に配慮した整備を行います。 

・国・県に対し景観保全のための支援を要望していきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

観光客入込数（人） ※１ 
1,159,999 

（平成２１年度） 
980,000 

柳津町の景観を守り、育てたいと思う町民の

割合（％） ※２ 

８８ 

（平成２２年度） 
８８ 

※１ 福島県観光動態調査による数値 

※２ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 美しい景観のまちづくりの推進 

（基本事業） ①景観意識の高揚 

②美化活動の推進 

③町並み景観の整備 

④魅力ある景観形成 

 

□基本事業の取り組み方針 

①景観意識の高揚 

自然・歴史・文化に包まれた素晴らしい景観を保全するため、意識高揚や啓発に努

めます。 

 

②美化活動の推進 

沿道等のごみ収集や花いっぱい運動などの実施により環境美化に努めるとともに、ご

みのポイ捨てなどモラル向上のための意識高揚を図ります。 

 

③町並み景観の整備 

来訪者（町外者）が本町の町並み景観に魅力を感じ、まちなかの散策などで賑わい

を創出できるような景観の整備に努めます。 

 

④魅力ある景観形成 

県景観条例を遵守しつつ、桜づつみや公園整備をはじめとして魅力ある景観の創出

に努めます。 
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４ 連携と交流によるにぎわいのある 

まちづくり 
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（１） 道路ネットワークの充実 

 

□施策の目的 

対 象 
①町民 

②町内の道路（町道） 

意 図 安心して道路を利用できるようにする 

 

□現状と課題 

本町の道路ネットワークは、国道３路線、主要地方道３路線、一般県道６路線を幹線

網として、町道４５１路線などが交差し、形成されています。 

本町は平地が少なく、起伏が激しい山地地形で集落が点在しており、集落間の幹線

道路はこれまでの改良により改善しているものの、一部において幅員狭小、急勾配であ

ることから交通安全施設の整備を進めるとともに、特に冬期間は通行に困難を極めてい

ることから除雪体制の確立と併せ、安全かつ快適な道づくりを進める必要があります。 

こうしたことから、各道路の位置付けに対応し、自然環境・景観保全に配慮しつつ、住

民生活に密着した路線の整備促進、危険箇所・交通障害箇所の解消、 

ひとにやさしい道づくりを計画的に進める必要があります。 

また、農林道については、本町の主要産業である農林業を支える重要な施設である

とともに、日常生活で最も身近な生活道路となっている路線もあり、整備を進める必要

があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・道路改良等での用地提供について、協力します。 

○地域 

・道路の決壊、土砂崩れなど安全な通行に支障となる状況にある場合は、速やかに

町へ通報します。 

・普段利用している生活道路について、除草等の協力をします。 

○行政 

・優先順位等により判断し、未改良路線の整備を進めます。 

・交通安全施設の整備を進めます。 

・国・県道の整備促進のため、関係機関等を通じながら要望していきます。 

・町道と国・県道の接続部へのカーブミラー、ガードレール等の安全施設の整備を推

進します。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

道路の改良率（％） ※１ 
３８．５ 

（平成２１年度） 
３９．５ 

道路の舗装率（％） ※２ 
３９．２ 

（平成２１年度） 
４０．２ 

町内の道路が安全に快適に通行できるよう

になっていると思う町民の割合（％） ※３ 

５６ 

（平成２２年度） 
６０ 

※１・２ 道路台帳による数値 

※３ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 道路ネットワークの充実 

（基本事業） ①安心して通行できる道づくりの推進 

②安全施設の整備 

③安全な通行の確保 

 

□基本事業の取り組み方針 

①安心して通行できる道づくりの推進 

急勾配、見通しの悪い箇所、幅員の狭い箇所など未改良箇所について安心して通行

できるよう計画的に推進します。 

 

②安全施設の整備 

カーブミラー、ガードレール、街路灯、区画線、歩道等の道路・交通安全施設の整備

を図り、安全に通行できるように努めます。 

 

③安全な通行の確保 

道路の維持補修を図りつつ地域の協力による土砂上げや草刈りなどによって生活道

路の安全な通行の確保に努めます。 

また、冬期間における除雪体制の充実を図ります。 
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（２） 公共交通ネットワークの充実 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 便利に町内外へ移動できるようにする 

 

□現状と課題 

公共交通を取り巻く現状は、少子化、過疎化、マイカー保有台数の増加などにより、

採算の取れない路線の撤退や運行本数の減便など、全国的に厳しい状況にあります。 

本町にあっては、ＪＲ、会津バス及び町民バスが公共交通の役割を果たしております

が、運行本数も限られており十分な状況にはありません。 

このような中、通学・通院をはじめ住民の生活基盤を支えるうえで公共交通の果たす

役割は大きいことから、今後も利便性ある交通体系となるよう関係機関との連携を強化

しながら運行維持に努め、利用促進等を図っていく必要があります。 

 

□町・住民・地域（各種団体・事業所等）の役割分担 

○住民・事業所 

・公共交通機関の利用を心掛けます。 

○団体 

・各種行事等の開催時間について公共交通を利用できるよう配慮します。 

○行政 

・多くの方に喜んで利用いただけるよう利便性の高い運行に努めます。 

・生活交通路線（バス）及びＪＲが安定的に運行を維持していけるよう、国・県に対して

支援を要望していきます。 

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

利用者数（スクールバス含む・人） ※１ 
５８，１００ 

（平成２２年度見込値） 
５８，１００ 

町内の公共交通が便利だと思う町民の割合

（％） ※２ 

６７ 

（平成２２年度） 
７０ 

※１ 利用者数については、平成２２年度運行開始のため実績値が出ていないことから、平成２２年

度利用状況による予測値とする。 

※２ 住民アンケート数値 
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□施策と基本事業の体系 

（施   策） 公共交通ネットワークの充実 

（基本事業） ①利便性の確保・向上 

②運行車両の充実 

③公共交通機関等との連携・強化 

 

□基本事業の取り組み方針 

①利便性の確保・向上 

利用者のニーズに合ったダイヤ編成、他の交通機関との接続など利便性の確保・向

上に努め、利用促進していきます。 

 

②運行車両の充実 

安全に快適に運行できるよう車両の維持管理に努め、路線の乗車人数に見合った車

両の整備を行います。 

 

③公共交通機関等との連携・強化 

公共交通の安定的な運行のため、隣接町村や乗合事業者等との連携・強化を図り

ます。 
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（３） 情報通信ネットワークの充実・活用 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 情報通信ネットワークを活用して、便利で安心した生活をする 

 

□現状と課題 

これまで本町においては、移動通信用鉄塔施設の整備により携帯電話の不通話地

域の解消に努めてきたところでありますが、依然として山間部には不通話地域が残され

ている現状にあります。 

しかし、町全域における光ファイバー網の整備が完了したことで、今後は携帯電話の

不通話地域の解消、事業者の事業拡大や定住対策など、さまざまな面で利活用してい

くことが必要となっております。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民・事業所 

・情報通信環境（高速インターネット等）を整備します。 

・情報通信ネットワークを日常生活（業務）や事業に積極的に利用します。 

○行政 

・情報通信ネットワークの利便性の啓発と利用促進を呼び掛けます。 

・携帯電話の通話エリア拡大のため整備を進めます。 

・国・県へ情報通信ネットワークの基盤整備について要望していきます。 

・携帯事業者に対する自主整備について、要望していきます。 

 

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

情報通信ネットワークを利用している町民

の割合（％） ※１ 

４３ 

（平成２２年度） 
６５ 

光通信ネットワークの加入率（％）※２ １９．６ ２５ 

※１ 住民アンケート数値 

※２ 平成２２年９月末日現在における加入件数を世帯数及び事業所総数で除した数値 
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□施策と基本事業の体系 

（施   策） 情報通信ネットワークの充実・活用 

（基本事業） ①携帯電話通話設備の整備 

②ＩＴを利活用した情報の共有・促進 

③光通信ネットワークへの加入促進 

 

 

□基本事業の取り組み方針 

①携帯電話通話設備の整備 

不通話地域の解消を図るため、携帯電話通信設備の整備を促進します。 

 

②ＩＴを利活用した情報の共有・促進 

双方向の情報交換の検討やメーリングリストを整備することで各種行政サービスの提

供など、ＩＴを利活用した情報の共有・促進します。 

 

③光通信ネットワークへの加入促進 

光通信ネットワークのメリットや活用法などについてＰＲ、講習等を行う中で住民・事業

者の加入を促進していきます。 
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（４） 交流・移住・定住の促進 

 

□施策の目的 

対 象 
①町民 

②町外者 

意 図 
①柳津町に住み続けてもらう 

②柳津町に移住してもらう 

 

□現状と課題 

本町における人口動態は昭和３０年の人口９，７０９人、世帯数１，５３１戸をピークに、

その後、少子化や若年層の人口流出などによって人口の減少が著しく、平成２３年１月

現在では人口４，１３５人、世帯数１，３５０戸であります。 

これまで定住化を促進するため、公営住宅の整備、住宅分譲地の整備、子育て支

援の充実、情報通信基盤・生活基盤をはじめとする都市部との格差是正など行ってき

たところであり、一定の成果をあげてきたところであります。 

また、グリーンツーリズム事業や都市交流事業の実施、さらにホームページによる空

き家の情報提供を行い、定住・二地域居住を推進しております。 

今後は豊かな自然や歴史・文化など本町の素晴らしい地域資源を活かし、交流人口

の拡大を図っていく中で、本町の魅力に触れていただき、二地域居住、さらには定住へ

と展開していけるよう努めていく必要があります。 

また、安全に安心して生活できる基盤づくりを進めることで住民誰もが暮らしやすい町

を実感できるよう対策を講じていく必要があります。 

さらに、青少年期から本町の歴史・文化などの魅力、地域交流などを通して本町に関

心を持ち、将来の町を担っていただけるよう対策を講じていくことも必要です。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民・地域 

・ふるさと意識を高めていきます。 

・子ども達に柳津町の自然・歴史・文化など、その良さを伝えます。 

・町外者に柳津町の良さや風習を伝え、積極的に受け入れるようにします。 

・移住者・転入者を寛容に受け入れる気持ちを持ちます。 

 

○行政 

・柳津町の良さや独自性（行政サービス等）を町民、町外者にＰＲします。 

・移住のための情報や機会を提供していきます。 

・移住・定住のための生活基盤（雇用・住宅・交通等）の整備・支援をします。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

転出者数（人） 
１０３ 

（平成２１年度） 
９０ 

転入者数（人） 
８３ 

（平成２１年度） 
７７ 

柳津町が暮らしやすい町だと思う町民の 

割合（％） ※１ 

７４ 

（平成２２年度） 
７５ 

※１ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 交流・移住・定住の促進 

（基本事業） ①快適な住環境の推進 

②交流事業の推進 

 

□基本事業の取り組み方針 

①快適な住環境の推進 

これまで生活環境の向上と都市部との格差是正を図るため各種施策に取り組んでき

たところであり、引き続き町営住宅の整備をはじめ定住できる環境づくりを推進します。 

 

②交流事業の推進 

グリーンツーリズム事業や都市交流事業などでの農作業の体験や伝統行事への参

加などを通して、地域住民との交流を図り、田舎暮らしの魅力に触れていただく事業を

推進します。 

また、空き家物件を調査し情報提供を行うことで移住・定住への受入れ体制を整備

します。 
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５ 一人ひとりの個性が輝くまちづくり 
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（１） 学校教育の充実 

 

□施策の目的 

対 象 町内の児童生徒 

意 図 確かな学力・豊かな人間性・健やかな身体を育む 

 

□現状と課題 

本町においては、柳津・西山小学校、柳津・西山中学校と４校あり、「確かな学力と豊

かな人間性、健やかな体を育む学校教育の推進」を重点目標に掲げ、少子化、核家族

化、家庭の教育力の低下といった状況の中で、学校・家庭・地域が一体となり、学校教

育を推進しております。 

特に小中連携教育の推進や英語指導助手の単独招致による国際理解教育の充実、

さらに複式学級におけるデメリット克服のための対策など、積極的に行っているところであ

ります。 

今後も、各学校の「学力向上グランドデザイン」に基づいた学習指導を進めるとともに、

教職員の資質の向上、教育相談体制の充実、国際化、情報化等の社会変化に対応す

る教育の推進、地域に開かれた学校づくりを推進していきます。 

また、学校施設については大規模改修、耐震補強が行われており、児童生徒が安全

に快適に学習活動を行えるよう整備を実施していかなければなりません。さらに、学校の

統廃合についても課題となっており、検討を進めなければなりません。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○保護者 

・家庭、学校の連携を図って、家庭教育を推進していきます。 

○地域 

・地域での人材を活用して、学校教育の充実のため協力していきます。 

・防犯ボランティアにより児童生徒の安全を守っていきます。 

・食育を推進するため、安全で安心できる食材を提供します。 

○行政 

・学校教育の充実（教職員配置の増員、教材費等）のため、国・県へ支援を要望して

いきます。 

・教育環境、条件の整備・充実を図ります。 

 

 

 

51



 

 

第５次柳津町振興計画  “みんなが主役！ 笑顔広がる絆のまち”                              

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

全国標準学力検査（ＮＲＴ）の国語、 

算数・数学の平均学力偏差値 ※１ 

国語５２．４ 

算数・数学５１．４ 

（平成２１年度） 

国語５３．０ 

算数・数学５３．０ 

いじめ・不登校・問題行動の発生件数

（件） 

０ 

（平成２１年度） 
０ 

全国体力テストの全児童・生徒の平均点

（点） ※２ 

４８．９ 

（平成２２年度） 
５０．０ 

学校生活を楽しく感じている児童生徒の

割合（％） ※３ 

７９ 

（平成２２年度） 
８５ 

※1 全国標準学力検査（NRT）は、標準化された学力検査で全国平均を５０としています。柳津町

小・中学生全体の平均値です。 

※２ 全国体力テストは８種目８０点満点で実施され、数値は柳津町小・中学生全体の８種目合計

点の平均点です。 

※３ 学校アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策）  学校教育の充実 

（基本事業） ①確かな学力の向上 

②豊かな心の育成 

③健やかな身体の育成 

④特別支援教育の充実 

⑤小中連携教育の推進 

⑥情報教育・国際理解教育の充実 

⑦教育環境・条件の整備・充実 

 

□基本事業の取り組み方針 

①確かな学力の向上 

各学校の学力向上プランに基づいた学習指導を進めるとともに、個々に応じたきめ細

かな指導の充実を図ります。また、町学力向上推進会議や町教育研究会を通じて、教

職員の指導力の向上と授業の改善に努めます。 
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②豊かな心の育成 

道徳教育、特別活動の充実を図り、体験活動やボランティア活動を重視し、学校・家

庭・地域が一体となって豊かな心の育成に努めます。 

 

③健やかな身体の育成 

健康増進、体力、運動能力の向上を図るため、学校保健体育の充実に努めるととも

に、学校給食センターの整備充実に努め、望ましい食習慣の形成と食育の充実を図りま

す。 

 

④特別支援教育の充実 

心身障がい児就学指導審議会において、障がいのある児童生徒の適正な把握に努

め、学校・保護者・関係機関との連携を図り、一人ひとりに応じた特別支援教育の充実

を図ります。 

 

⑤小中連携教育の推進 

小・中学校が連携して９年間を見通した教育活動を展開することにより、確かな学力・

豊かな心・健やかな体の育成を図ります。 

 

⑥情報教育・国際理解教育の充実 

情報化社会に対応するために、教育用パソコンの整備・情報教育の充実に努めます。

また、英語指導助手の招致により、英語力の向上、国際理解教育の充実を図ります。 

 

⑦教育環境・条件の整備・充実 

学校施設の安全を図るための学校施設大規模改修や教材・教具の整備、就学援助、

奨学資金貸与、教職員の福利厚生等の教育環境・条件の整備・充実に努めます。 
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（２） 青少年の健全育成 

 

□施策の目的 

対 象 小学生から高校生世代 

意 図 
①非行に走らせない 

②郷土を愛し、誇りを持ってもらう 

 

□現状と課題 

少子化、核家族化、地域のつながりの希薄化などにより青少年を取り巻く環境は大き

く変化し、家庭や地域の教育力が低下するとともに、青少年の規範意識の低下、いじめ

や不登校、非行の低年齢化や凶悪化が進むなど、青少年問題が深刻化しています。 

これまで青少年健全育成町民会議において、青少年の主張発表大会の実施や駅頭

広報活動、町の巡回補導、美化清掃活動等の青少年の非行防止や健全育成を図る

活動を推進してきました。また、中学生海外派遣事業、ジュニアリーダースクール、みど

りの探検隊、放課後における小学生の居場所確保として放課後子ども教室などに取り組

んできたところであります。 

今後は、家庭・学校・地域社会が一体となって青少年を育成していくことがますます

重要であり、地域の歴史、文化の学習や地域行事への参加を通して郷土を愛する心や

町民としての誇りを醸成し、将来の柳津町を担う人づくりに努めていく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・地域の子どもとして見守り、育てていきます。 

・子どもの手本となるようモラルある行動をとります。 

○地域 

・地域の子どもとして見守り、育てていきます。 

○事業所 

・子どもが危険を感じている場合は、安全に保護します。 

・未成年者に対して法律等を順守するよう指導していきます。 

○行政 

・各種事業への参加やボランティア活動の機会を提供していきます。 

・町の伝統・歴史などを伝承していきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

少年非行発生件数（件） ※１ 
８ 

（平成２１年） 
０ 

柳津町が好きで、自慢に思っている児童生徒

の割合（％） ※２ 

５０ 

（平成２２年度） 
７０ 

※１ 会津坂下警察署データ（年単位集計） 

※２ 学校アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 青少年の健全育成 

（基本事業） ①郷土を愛する心の育成 

②家庭教育の充実 

③学校教育と社会教育の連携・融合 

④子どもの居場所づくりと環境整備 

⑤防犯ボランティアの活用 

 

□基本事業の取り組み方針 

①郷土を愛する心の育成 

町や地域の行事等への参加や体験活動、ボランティアとしての関わりを通して、郷土

への関心及び愛着を高めるよう努めます。 

 

②家庭教育の充実 

家庭教育講座等の充実を図り、教育の原点である家庭教育を積極的に支援します。 

 

③学校教育と社会教育の連携・融合 

学校教育と社会教育が相互補完的に連携を図ることで、より効果的な青少年の健全

育成を推進します。 

 

④子どもの居場所づくりと環境整備 

学校休業日や放課後における子どもの居場所の確保に努め、心身の健全な育成に

つながる体験活動やスポーツ少年団等の内容の充実に努めます。 
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⑤防犯ボランティアの活用 

防犯ボランティアの育成・活用を図ることで、学校からの登下校時等における事件・

事故の未然防止に努めます。 
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（３） 生涯学習の推進 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 ひとり１学習をしてもらう 

 

□現状と課題 

「町づくりは人づくり」の考えから、個性的で創造性豊かな人間形成を目標として、住

民一人ひとりが生き生きと心豊かに充実した生活を送ることが地域づくり・町づくりにつな

がるものと考え、一生を通じて「いつでも、どこでも、誰でも、何でも学ぶことができる」社

会を形成するため、生涯学習を推進しています。 

しかし、社会・経済情勢が急速に変化する中で、町民の学習ニーズはますます多様

化、高度化してきており、これらの対応が課題となっています。町民一人ひとりが自発的

意志に基づいて学習活動を行い、その成果が適切に評価され、地域社会の発展に活

かされる、まちづくりの一環としての学習環境づくりが求められています。 

今後とも、町民の学習ニーズを的確に把握しながら、生涯学習プログラムの整備を行

い、総合的な学習環境づくりを進めていく必要があります。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・自ら学習テーマを見つけて、自主的に学習活動を行います。 

・共に学習をする仲間づくりをし、学習活動をしていきます。 

・他の人の学習活動を支援していきます。 

○行政 

・生涯学習の機会や情報を提供します。 

・学習活動の成果等を発表する機会の提供をします。 

・生涯学習の指導者を養成していきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

学習講座への参加割合（％） 
６．５ 

（平成２１年度） 
１０ 

学習団体の加入者数（人） 
２１７ 

（平成２１年度） 
３４０ 

日頃からテーマを持って、学習活動に取り組

んでいる町民の割合（％） ※１ 

３３ 

（平成２２年度） 
５０ 

※１ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 生涯学習の推進 

（基本事業） ①生涯学習推進体制の整備・充実 

②多様なニーズに応える学習機会の充実 

③生涯学習施設・設備の整備・充実 

 

□基本事業の取り組み方針  

①生涯学習推進体制の整備・充実 

柳津町生涯学習振興計画に基づき、関係機関・団体との連携及び人材の育成と活

用を図り、生涯学習の基盤づくりに努めます。 

 

②多様なニーズに応える学習機会の充実 

町民の高度化・多様化した学習ニーズに対応した教室等を開催し、学習の拡充に努

めるとともに、町民の主体的な学習活動を支援します。また、子どもから高齢者まで生

涯各期のあらゆる段階に応じた適切な生涯学習の充実を図ります。 

 

③生涯学習施設・設備の整備・充実 

公民館等の社会教育施設の機能充実と環境の整備を図ることで、住民誰もが集い、

交流し合う施設づくりを進めます。 
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（４） 生涯スポーツとレクリェーションの推進 

 

□施策の目的 

対 象 町民 

意 図 ひとり１スポーツに親しんでもらう 

 

□現状と課題 

本町では、昭和５９年に「スポーツ振興のまち」を宣言し、これまで運動公園施設の整

備・充実や各種スポーツ事業などを展開してきたところであります。スポーツ・レクリェー

ションは、健康や体力の維持・増進に役立つだけでなく、人々の親睦や地域間の交流を

深め、豊かな地域社会を形成するものとして、重要な役割を担っています。 

しかし、これまで一定の成果を挙げてきたものの、一人１スポーツの実現には至ってお

らず、町民の意識高揚を図るためにも体育協会や地域スポーツクラブとの連携・協力に

より、すべての町民が生涯にわたってそれぞれの年齢や体力に応じたスポーツ活動が

行える環境づくりが一層求められています。 

また、各スポーツ施設の整備・充実を進めていくとともに、各種スポーツ団体や指導

者の育成などにも努めていかなければなりません。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・スポーツに関心を持ち、参加していきます。 

○地域 

・地域の連帯感と親睦・融和を図るため、地区民挙げて参加していきます。 

○団体 

・アマチュアスポーツの振興とスポーツ人口を拡大するため、運営、指導のできる 

体制づくりに努めます。 

○行政 

・住民の参加しやすい内容や種目の検討を行い、機会を提供していきます。 

・講演会等の開催により、スポーツへの意識高揚を図ります。 

・指導者の養成に努めます。 

・住民のニーズに合った施設整備を進めます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

総合型地域スポーツクラブ加入率（％） 
１．７ 

（平成２１年度） 
１０ 

日頃からウォーキングなど、何かスポーツに取り

組んでいる町民の割合（％） ※１ 

３０ 

（平成２２年度） 
５５ 

※１ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 生涯スポーツとレクリェーションの推進 

（基本事業） ①生涯スポーツの意識啓発とスポーツ活動の充実 

②総合型地域スポーツクラブの充実 

③スポーツ施設・設備の整備・充実 

 

□基本事業の取り組み方針 

①生涯スポーツの意識啓発とスポーツ活動の充実 

各種スポーツ教室の開催などを通して、スポーツに対する興味・関心を高めることで

ひとり１スポーツの実現を図ります。 

各種スポーツ行事への参加は体力・健康の増進だけでなく、地域の連帯感の向上や

親睦を深めるなど、大きな効果をもたらすものであり参加を促進していきます。 

 

②総合型地域スポーツクラブの充実 

総合型地域スポーツクラブ「赤べこトータルスポーツ」の活動内容や指導者の充実を

図り、地域に密着したクラブとなるよう努めていきます。 

 

③スポーツ施設・設備の整備・充実 

運動公園施設は地域スポーツクラブ、体育協会、スポーツ少年団や各種スポーツ行

事の拠点であり、利用者のニーズに応えられるよう施設の整備を図るとともに機能の充

実を図ります。 
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（５） 地域の伝統文化と文化財の保存・継承 

 

□施策の目的 

対 象 
①町内の指定文化財（緑の文化財を含む） 

②町民 

意 図 
①発掘・再発見、保護・保存・継承 

②文化財を知る、伝統行事に親しむ、町の歴史に誇りを持つ 

 

□現状と課題 

本町は、豊かな自然と縄文文化や福満虚空蔵尊とともに培われてきた、歴史と文化

の薫り高い町で、自信を持って誇れる貴重な文化財や伝統文化が数多く残されておりま

す。 

これら本町ならではの文化財や伝統文化は、郷土に対する理解と関心を高めるととも

に、本町の歴史や伝統文化を内外に発信する上で大きな役割を担っています。 

今後は、調査や保存、まちづくりへの活用を積極的に進め、より多くの人々が本町の

歴史や伝統文化等に触れ合える機会を増やしていく必要があり、発掘・再発見のために

も専門性をもった人材を育成する必要もあります。 

また、地域における伝統文化については担い手不足などの課題もありますが、後世に

継承していけるよう支援していかなければなりません。 

さらに、世界的版画家で著名な斎藤清画伯の作品を常時展示する斎藤清美術館や

斎藤清アトリエ館については、企画展の充実や施設の活用により、芸術文化を発信する

拠点として活用していかなければなりません。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・文化財、伝統文化及び芸術文化に関心を持ちます。 

・伝統文化の継承に努めていきます。 

○地域 

・伝統文化の継承に努めていきます。 

○行政 

・文化財、伝統文化及び芸術文化に関心を持てるよう意識高揚を図ります。 

・文化・伝統等に関する情報の発信・場の提供をしていきます。 

・文化財を保存するため支援していきます。 

・文化活動を担う人材や文化団体の育成・支援をしていきます。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

指定文化財の数（件）※１ 
２８ 

（平成２１年度） 
３０ 

美術館や博物館などで芸術文化の鑑賞をした

り、絵画・書道などの文化活動に取り組んでいる

町民の割合（％） ※２ 

２８ 

（平成２２年度）
３５ 

福満虚空蔵尊圓蔵寺、七日堂裸詣りをはじめと

する町の歴史的な建造物、伝統行事を大切に

守り継いでいきたいと思う町民の割合（％） ※３ 

９４ 

（平成２２年度）
９５ 

※１ 緑の文化財を含みます。 

※２・３ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 地域の伝統文化と文化財の保存・継承 

（基本事業） ①町民文化活動の充実 

②地域の伝統文化の継承 

③やないづ町立斎藤清美術館の充実 

④文化財の保護・保存と活用 

 

□基本事業の取り組み方針 

①町民文化活動の充実 

文化協会や各文化団体との連携を深め、町民文化活動の充実を図ります。 

 

②地域の伝統文化の継承 

保存会等への支援を図るとともに伝統文化を広く伝えるために発表の場を提供し、伝

統文化の継承につなげます。 

 

③やないづ町立斎藤清美術館の充実 

町民が身近に芸術に触れる施設としての町立斎藤清美術館の整備充実を図ります。 
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④文化財の保護・保存と活用 

重要な文化財について施設の整備を図るとともに、個人所有のものについてはその助

言・指導を行い、適正な保存、管理ができるように努めます。 

また、未発見・未発掘な物件について町民等からの情報収集に努め、文化財保護審

議委員等を活用し、調査を行います。 
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６ 町民との協働でつくる個性のある 

まちづくり 
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（１） 地域コミュニティの維持 

 

□施策の目的 

対 象 
①町内の集落 

②集落の住民 

意 図 集落活動が十分に機能している 

 

□現状と課題 

本町は、少子高齢化・過疎化の進行によって、地域コミュニティ活動が低下していくこ

とが懸念されています。 

また、高齢化の進んだ集落にあっては、担い手不足により道普請や祭礼などの集落

機能を維持することが困難となってきています。 

その反面、グリーンツーリズム事業や冬期における高齢者宅などの除雪支援など、地

域の活性化、互助の精神などの機運の高まりを見せる集落も出てきております。 

今後なお一層の高齢化等の進行によって、集落機能の低下や空き家の増加、森林

の荒廃、耕作放棄地の増加など、これらの問題は一層深刻化するものと思われます。 

こうした状況にある中で、住民が集落の問題を自らの課題として捉え、町は十分に目

配りをし、引き続き住民と行政の強力なパートナーシップを形成していく必要があります。 

また、町や集落自体においても地域コミュニティの活性化につながるよう機会を創出

することも必要となっております。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○地域 

・自主的にコミュニティ活動を継続・維持していきます。 

○行政 

・地域の自主的なコミュニティ活動に対し支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65



 
 
第５次柳津町振興計画  “みんなが主役！ 笑顔広がる絆のまち”                              

□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

我が地区で、お互いに助け合い、支え合いな

がら生活していると思う町民の割合（％） 

 ※１ 

８４ 

（平成２２年度） 
８４ 

※１ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

（施   策） 地域コミュニティの維持 

（基本事業） ①集落機能の支援 

②広報・広聴の充実 

③世代間交流の促進 

④地区伝統行事の継承 

 

□基本事業の取り組み方針 

①集落機能の支援 

集落における道普請、美化活動、伝統行事などの機能を維持していけるよう支援して

いきます。 

 

②広報・広聴の充実 

町政情報の正確な伝達のため、町民ニーズに合った広報紙の発行、ホームページの

充実に努めるとともに、光ファイバー網を活用しての情報の共有・促進を図ります。 

また、町民の声を町政に反映するため、町政懇談会や投稿の受付などの実施により

町民の意思の把握に努めます。 

 

③世代間交流の促進 

世代の異なる町民が相互に交流することで、各年代の思いや当時の様子などに触れ、

町の魅力の再発見や人と人との結びつきにもつながり、こうした世代間交流を促進しま

す。 

 

④地区伝統行事の継承 

各集落において古くから引き継がれている歳の神、百万篇、虫送りなどといった貴重

な伝統行事を後世に継承するため、支援していきます。 

66



 
 
第５次柳津町振興計画  “みんなが主役！ 笑顔広がる絆のまち”                              

（２） 財政健全化の推進 

 

□施策の目的 

対 象 町の財政 

意 図 安定的な財政体質を実現する 

 

□現状と課題 

本町の財政状況は、健全化判断比率であります実質公債費比率が１３．８％［県平

均１３．６（以下同じ）］、将来負担比率が６．５％［９０．１］と健全な数値を示しています。

このほか、財政力指数（３ヵ年平均）０．２０［０．５０］、起債制限比率８．３％［１０．２］、

経常収支比率７７．４％［８７．７］となっています。 

これまでの行財政改革の推進や公債費の後年度負担を軽減するための繰上償還の

実施などにより、財政健全化への努力を進めてきました。 

しかし、本町の財政構造は平成２１年度決算で町税などの自主財源比率が２１．３％、

地方交付税などの依存比率が７８．７％と大きく依存した構造となっています。 

また、近年の景気低迷による雇用情勢の悪化により、町税等の収納率が低下傾向に

あり、こうした点からも自主財源の確保について課題となっています。 

こうしたことから、住民サービスを拡充・維持していくためにも今後なお一層の財政基

盤の強化を図っていくことが必要となっています。 

また、現在１１の特別会計についても公平公正な負担によって健全な運営ができるよ

う必要な対策を講じていかなければなりません。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

○住民 

・公平公正な負担に従います。 

○行政 

・補助金等の財源の確保に努め、財政負担の軽減に努めます。 

・税金の完納に対する意識啓発を図ります。 
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□指標と目標値 

目標値 
指標名 現状値 

平成２７年度 

実質公債費比率（％） ※１ 
１３．８ 

（平成２１年度） 

１５．０ ※5 

（２５．０） 

将来負担比率（％） ※２ 
６．５ 

（平成２１年度） 

１８．０ ※6 

（３５０．０） 

現年度徴収率（％） ※３ 
９８．３１ 

（平成２１年度） 
９８．７２ 

過年度徴収率（％） ※４ 
１１．３６ 

（平成２１年度） 
１９．０８ 

※１ 公債費による財政負担の程度を示すものです。 

※２ 一般会計等が将来的に負担すべき実質的な負債額の標準財政規模に対する割合です。 

※３・４ 全ての税・使用料での徴収率です。 

※５・６ 地方交付税の歳入額により算出するため、比率が大きく左右される場合があります。 

なお、早期健全化基準は（  ）書きの数値です。（この比率を超えた場合、財政健全化団体

に指定され、財政再建の計画策定と個別外部監査が義務付けられます。） 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 安定的な（より自立した）財政体質を実現する 

（基本事業） ①住民サービス向上のための自主財源の確保 

②ゆとりある財政運営の推進 

③将来負担の軽減 

④公営企業健全化の推進 

 

□基本事業の取り組み方針 

①住民サービス向上のための自主財源の確保 

町税や使用料等の収納率向上に努めるとともに、遊休財産の貸付や処分を行い自

主財源の確保に努めます。 

 

②ゆとりある財政運営の推進 

経常経費の抑制に努めることで投資的経費への予算確保を図り、ゆとりある財政運

営を推進します。 
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③将来負担の軽減 

補助制度の活用や有利な地方債の活用を図るとともに、住民サービスへの貢献度の

高い公共事業を優先するなど将来負担の軽減に努めます。 

 

④公営企業健全化の推進 

公営企業の独立採算の原則に基づき、加入の促進に努めるとともに使用料等の収納

率の向上に努め、健全な経営計画を推進します。 
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（３） 効果的・効率的な行政運営の確立 

 

□施策の目的 

対 象 組織（職員） 

意 図 少人数で効果・効率的に業務遂行をできるようにする 

 

□現状と課題 

本町では、社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応できるよう行財政基盤を

強化し、住民の福祉向上と活力ある柳津町を構築するため、行財政改革大綱を策定し

事務事業等の見直し、組織・機構と外郭団体の見直し及び定員・給与の適正化と人材

の育成・確保などの改革を進めてきました。 

しかし、職員定員の適正化に向けた検証や今後の各種施設・出先機関などの運営

方法や外部業務委託の推進など、引き続き進めていくことが必要となっております。 

このため、単にコスト削減や一部事業の部分最適だけに終始するだけでなく、政策体

系に沿った施策や事務事業の目的や対象・意図を明確にすることを通じ、ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ

[計画]－Ｄｏ[実施]－Ｃｈｅｃｋ[評価]－Ａｃｔｉｏｎ[行動]）の経営サイクルを機能させ、より

効果・効率的な行政運営を目指すことが求められており、行政運営としての行政評価シ

ステムの展開や人材育成プログラムに沿った職員の採用と育成などを積極的に推進し

ていく必要があります。 

現在、本計画と行政経営の一体性を担保し、重点施策や各施策の課題解決に資す

る観点で次期行財政改革推進計画が策定されることになっております。 

 

□住民・地域（各種団体・事業所等）・行政の役割分担 

 

○住民 

・公共施設の適正配置（統廃合）の検討に参画します。 

○行政 

・公共施設の適正配置（統廃合）について検討します。 

・組織数（職員数）については、町の課題解決及びまちづくり推進のため適正に配置して

いきます。 
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□指標と目標値 

現状値 目標値 
指標名 

（平成２２年度） 平成２７年度 

職員数（人） ※1 

（類団職員数・（人））※２ 

７３ 

（７９） 

７０ 

（７０） 

柳津町の職員が効果・効率的に（または適

正・的確に）業務を行っていると思う町民の

割合 ※３ 

 

２３年度に調査を実施し目標値を設定 

※１ 職員数とは、一般会計に計上する職員数。（特別会計分を含まない） 

※２ 類団職員数とは、全国区市町村における柳津町と人口規模・産業構造が類似している団体に

おける一般会計の職員数で（修正値を適用。特別会計分を含まない）、数値は『類似団体別職員

数の状況』（総務省自治行政局）によるもの。なお、平成２７年度の類団職員数は、『日本の市区

町村別将来人口推計』（国立社会保障・人口問題研究所）による柳津町の人口推計から住民基

本台帳人口を推計し算出した。 

※３ 住民アンケート数値 

 

□施策と基本事業の体系 

 

（施   策） 少人数で効果・効率的に業務遂行をできるようにする 

（基本事業） ①業務の外部委託の促進 

②行政評価システムの推進 

③人材育成プログラムの推進 

④組織体制の見直し 

 

□基本事業の取り組み方針 

①業務の外部委託の促進 

民間に委託可能な事務事業を精査し、アウトソーシングや指定管理者制度を活用し

ながら民間委託を進めます。 

 

②行政評価システムの推進 

振興計画に沿った施策や事務事業を統括し、まちづくりの課題や仕事の結果を振り

返り、次の企画と実施に反映させ、より効率・効果的な行政運営を目指します。 

 

③人材育成プログラムの推進 

個人と組織の能力を最大限に発揮させる観点から、職員に求める評価項目の基準を

明確にし、行政評価と連動させた職員の能力開発と育成を目指します。 

 

④組織体制の見直し 

振興計画に基づいた行政運営を行うため、組織体制、適正な人員配置及び効果

的・効率的な業務手法等について見直します。 
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第５次柳津町振興計画  “みんなが主役！ 笑顔広がる絆のまち”                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 資 料 編 － 
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振興計画策定経過 

 

 

・平成２１年度 

 

９月３０日 施策評価と施策の組立て研修 

 

１１月６日 施策の組立て研修 

 

１２月１６日 議会全員協議会にて説明 

 

２月２３・２４日 施策目的設定検討会 

 

３月１日 施策目的設定検討会 

 

３月２４・２５日 施策目的設定検討会 

 

 

・平成２２年度 

 

５月１４日 調整会議（施策設定等について） 

 

５月から７月まで 町民アンケート実施・集計（８００名無作為抽出） 

 

７月２３日 施策の振り返り・総括と目標設定について打合せ 

 

８月４日 調整会議（施策設定等について） 

 

８月１６日から９月１３日まで 施策企画会議 

 

８月２３日 議会全員協議会にて説明 

 

９月７日 第１回振興計画審議会 

 

１０月１８日 施策優先度評価会議 
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１０月１９日 基本事業設定研修会 

 

１１月１日 庁議（振興計画打合せ） 

 

１１月８日から１１月１７日まで 施策企画会議 

 

１２月１６日 議会全員協議会にて説明 

 

１２月２２日 第２回振興計画審議会 

 

１２月２２日 庁議（振興計画打合せ） 

 

１月１２日 重点施策等打合せ（３役） 

 

１月２０日 議会全員協議会にて説明 

 

１月２８日 庁議（振興計画打合せ） 

 

１月３１日 第３回振興計画審議会（諮問） 

 

２月１８日 議会全員協議会にて説明 

 

２月２１日 第４回振興計画審議会（答申） 

 

３月１７日 基本構想の議決（議案第１９号） 
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柳 総 第 ５ １ ９ 号 
平成２３年１月３１日 

 
柳津町振興計画審議会長 様 
 

柳津町長  井関 庄一 
 
 
 

第５次柳津町振興計画について（諮問） 
 
 

社会情勢や時代潮流の大きな変化に的確に対応し、また、新しいまちづくり

を計画的かつ総合的に進めていかなければなりません。 
こうしたことから、平成２３年度からの本町のまちづくりの方向性を示した、

第５次柳津町振興計画であります基本構想及び基本計画を策定したいので、柳

津町振興計画審議会条例第２条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 
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平成２３年２月２１日 
 
柳津町長  井関 庄一 様 
 

柳津町振興計画審議会 
会 長  齋藤 征一 

 
 
 

第５次柳津町振興計画について（答申） 
 
 

平成２３年１月３１日付け、柳総第５１９号により当審議会に対して諮問の

あった第５次柳津町振興計画について、「第５次柳津町振興計画（案）」に基づ

き、慎重に審議を重ねた結果、別添計画書のとおりまとめたので、ここに答申

します。 
町長におかれては、当審議会における意見を十分に尊重して「第５次柳津町

振興計画」を策定されるとともに、計画策定後は住民ニーズや時代の潮流に適

確に対応し、２１世紀にふさわしい地域社会として将来像である「みんなが主

役！笑顔広がる絆のまち」の実現を図り、効果的に政策に取り組んでいただく

ようお願いいたします。 
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○柳津町振興計画審議会条例（昭和47年6月27日条例11号） 

  

改正 昭和四八年 九月二八日条例第二〇号 昭和五五年 三月一八日条例第四号  

   平成 七年 三月二九日条例第一号 平成一四年 三月二〇日条例第六号  

   平成一六年 九月二七日条例第二三号 平成一七年 四月二〇日条例第二一号  

   平成一八年 六月二六日条例第一四号    

 

（設置） 

第一条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百三十八条の四第三項の規定に基づき柳津町

振興計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二条 審議会は、町長の諮問に応じ柳津町振興計画及び農村地域工業導入実施計画の作成その他工

業の導入の促進に関する事項について、調査及び審議する。 

（組織） 

第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。 

一 一般学識経験者 

二 関係団体の役員及び職員 

三 一般住民 

（任期） 

第四条 委員の任期は二年とする。 

（会長及び副会長） 

第五条 審議会に会長及び副会長一人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第六条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

（庶務） 

第七条 審議会の庶務は、総務課において処理する。 

（補則） 

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四八年九月二八日条例第二〇号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五五年三月一八日条例第四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成七年三月二九日条例第一号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一四年三月二〇日条例第六号） 

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成一六年九月二七日条例第二三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一七年四月二〇日条例第二一号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。 

附 則（平成一八年六月二六日条例第一四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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【任期　平成２２・２３年度】

№ 役　職 氏　名 推薦母体 該当条項 連絡先 備　考

1 会　長 齋藤　征一 学識経験者
条例第３条
第２項第１号

４２－２２７１

2 副会長 樋　正人 柳津町商工会
条例第３条
第２項第２号

４２－２２１３

3 委　員 杉原　啓喜 学識経験者
条例第３条
第２項第１号

４３－２２０３

4 〃 新井田　成善 柳津町区長連絡協議会
条例第３条
第２項第２号

４２－３５６７

5 〃 若林　美智子 柳津婦人会 〃 ４２－３０９９

6 〃 山内　諦真 柳津町青年団体連絡協議会 〃 ４３－２８０７

7 〃 鈴木　義彌 柳津町老人クラブ連合会 〃 ４３－２０４９

8 〃 小池　勇一 柳津観光協会 〃 ４２－２５５４

9 〃 齋藤　正彦 柳津町農林業団体連絡協議会 〃 ４２－２２８１

10 〃 猪俣　俊晴 柳津町社会福祉協議会 〃 ４２－３４１８

11 〃 滝沢　敬樹 柳津町校長会 〃 ４２－２２３７ （柳津小校長）

12 〃 佐藤　長八 柳津町体育協会 〃 ４３－２４３４

13 〃 五ノ井　勝子 柳津町文化協会 〃 ４２－３２４０

柳津町振興計画審議会委員名簿
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